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3-2-3 基本設計図 

次頁に基本設計図を添付する。 

 

1. No.１ ポウムルセイ校 配置図 

2. No.１ ポウムルセイ校 校舎平面図 

3. No.１ ポウムルセイ校 校舎立面図・断面図 

4. No.２ チャクトムク校 配置図 

5. No.２ チャクトムク校 校舎平面図 

6. No.２ チャクトムク校 校舎立面図・断面図 

7. No.３ ソパクモンクル校 配置図 

8. No.３ ソパクモンクル校 校舎平面図 

9. No.３ ソパクモンクル校 校舎立面図・断面図 

10. No.４ ポチェトン校 配置図 

11. No.４ ポチェトン校 校舎平面図 

12. No.４ ポチェトン校 校舎立面図・断面図 

13. No.５ チャムレウンロア校 配置図 

14. No.５ チャムレウンロア校 校舎平面図 

15. No.５ チャムレウンロア校 校舎立面図・断面図 

16. No.６ チャムレウンチェァト校 配置図 

17. No.６ チャムレウンチェァト校 校舎平面図 

18. No.６ チャムレウンチェァト校 校舎立面図・断面図 

19. No.６ チャムレウンチェァト校 便所平面図・立面図・断面図 
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3-2-4 施工計画 

3-2-4-1 施工計画／調達計画 

(1) 施工方針 

本計画は我が国の無償資金協力の枠組みに従って実施される。従って、本計画は我が国政府より事業

実施の承認がなされ、両国政府による交換公文 (E/N) が取り交わされた後に実施に移される。以下に

本計画を実施に移す場合の基本事項及び特に配慮を要する点を示す。 

1) 「カ」国側事業実施体制 

本計画の実施に係わる「カ」国側の責任機関は、教育省並びにプノンペン市であり、実施機関はプ

ノンペン市教育局である。本計画を円滑に進めるためには、プノンペン市教育局は日本のコンサルタ

ント及び請負業者と密接な連絡及び協議を行い、本計画を担当する責任者を選任し、本計画で建設さ

れる小学校の教室増設に関し職員及び各学校に計画の内容を充分に説明・理解させ、本計画の実施に

対し協力を要請する必要がある。 

2) コンサルタント 

本計画の資材調達・施設建設を円滑に実施するため、日本のコンサルタントがプノンペン市と設計

監理業務契約を締結し、本計画に係わる実施設計と施工監理業務を実施する。また、コンサルタント

は入札図書を作成すると共に、事業実施主体であるプノンペン市に対し、入札実施業務を代行する。 

3) 請負業者 

我が国の無償資金協力の枠組みに従って、公開入札により「カ」国側から選定された日本国法人の

請負業者が、本計画の施設建設及び資材調達を実施する。請負業者には、軟弱地盤に対する施工実績

や極少用地での安全・確実な施工能力・施工実績、また極狭の資材搬入路における資機材搬入・搬出

計画能力が求められる。特に、No.6 チャムレウンチェァト校はアクセスが狭小で校庭を横切り、敷

地は狭く池に面し軟弱地盤であり、深さ 20m 以上の長杭の施工実績が求められる。さらに生徒や近隣

住民への充分な安全対策を実施できる能力が要求されるとともに、本計画の完成後も、アフターケア

が十分に実施できる能力を有することも重要である。 

4) 技術者派遣の必要性 

単年度で６校の学校建設が実施される本計画の施設建設は、資材調達、国内輸送、現場工事等から

なる工事であり、お互いに調整のとれた管理が必要である。現地建設業者は、施工図・製作図に基づ

く品質管理に熟練しておらず、特に安全な仮設計画や工程管理能力は充分とはいえない。また、建設

サイトが複数同時に実施されるため、工事全体を一貫して管理・指導出来る現場主任を日本から派遣

することが不可欠である。 

5) 施工の基本方針 

◊ 単年度にて施工する。 
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◊ 安全管理・工程管理を優先方針とし、品質管理を確実に行う。 

◊ 品質管理・工程管理を確実に実施するため、現地の建設実績を多く有し、調達能力及び労務管

理能力に精通した現地業者及びコンサルタントを効率的に活用する。 

◊ ６校の工事が同時進行となるため、複数の現地業者を活用し、工程管理が確実に行われる施工

実施体制を計画する。 

◊ 校内及び市内での工事となるため、既設校舎及び近隣の建設物の妨げとならないよう、工事中

の騒音や振動には最大限の注意を行う。 

◊ ３階建て及び４階建ての建設工事となるため、特に作業員の転落防止や工事資材の落下防止に

留意する。 

 

3-2-4-2 施工・調達上の留意事項 

(1) 工程計画 

建設工事を円滑に進行させるためには、綿密な施工計画の立案が必要である。特に本計画では下記の

点に留意する。 

♦ 各学校とも敷地が概して狭いので、既存校舎の位置関係や搬入路の状況及び周辺状況に充分配

慮した工程計画とする。 

♦ 雨期（5月～10 月）には校庭内は雨水で冠水する学校も有り、「カ」国の気象状況を充分に考慮

した工程計画とする。 

♦ 資・機材の保管場所や材料加工用地が各学校の校内には設置することができない状況であるた

め、6 校同時建設に最も適切な場所を選定し、仮設の資材置き場や加工場を設置するなどの工

夫を施し、施工工程の能率化を計画する。 

♦ 6 校の位置関係は市内及び郊外地に分散しているので、仮設資材及び建設用機械の計画的・効

率的な運用計画を行う。 

♦ 近隣住民の妨げにならない工法における工程計画とする。 

(2) 調達計画 

基本的に現地市場で調達できる建設資材を選定するが、鉄筋や鋼材などは品質確保のため、タイ国な

どの第３国で調達する計画とする。また現地市場調達の資材についても、第３国からの輸入品であるこ

とが多いので、在庫量の確認や品質保証など、施工計画に沿った綿密な調達を立案する。 

(3) 仮囲いと安全対策 

新校舎建設中も授業は行われるので、生徒や学校関係者および工事関係者の安全確保のため、それぞ

れの動線を分離する必要が有るが、本計画における建設用地は概して敷地の奥側に有り、また、主入り

口が一つしかない、さらに３部制を実施している学校は、生徒の登校・下校の頻度が多いので、完全に

分離することは困難である。従って、仮囲いの他に、警備員を各学校に数名配置するなど、可能な限り

の安全対策を施す計画とする。 

 



3-45 

(4) 現地建築業者 

1) 熟練工 

プノンペン市では、市内の至る場所で建設現場が見られるが、既存建築物に於いては仕上げ材の剥

がれや、割れ、色むら、あるいは壁面の湾曲なども多く見受けられる様に、熟練工は少ない上に、技

術レベルも高いとは言えない。また、専門業化されていないために、一人の職工が、複数の工事を行

っている場合が多い。本計画実施に於いても、熟練工の調達には、その技術能力を充分確認する必要

が有る。 

2) 品質確保のための方針 

前述したように「カ」国では、各技能工は専門業化されていないため、個々の技術レベルの統一を

はかり、一定の品質を確保するためには、特に詳細な施工図・製作図に従って工事を進めることを徹

底して行い、工事段階ごとに出来形を確認すると共に、技術指導を行い、全体的な技術能力及び品質

の向上をはかる必要が有ることから、各職ごとの現地建築業者側の監督は不可欠である。 
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3-2-4-3 施工区分 

日本側と「カ」国側の施工区分は次表のとおりである。 

表3-13 日本側と「カ」国側の施工区分 

施 工 区 分 
施 工 項 目 

日本国側 「カ」国側 
備  考 

1. 校舎建設    

(1) 建設用地（敷地）の確保および造成工事  〇 支障木等の伐採含む 

(2) 仮設用地の提供  〇 建設資材置場等 

(3) 建設場所の仮囲い、他、仮設工事 〇   

(4) 建設敷地へのアクセス確保  〇  

(5) 校舎（教室）本体の建設工事 〇   

(6) 学校用フェンス、ゲート  〇  

2．便所棟建設    

(1) 建設用地（敷地）の確保および造成工事  〇 支障木等の伐採含む 

(2) 建設場所の仮囲い、他、仮設工事 〇   

(3) 便所棟の建設工事 〇   

3. 電気工事・給排水工事 ＊１   

(1)敷地内電気工事・給排水工事 〇  

(2)敷地外電気工事・給排水工事  〇 

(3)電力省・水道局・排水局への申請  〇 

4. 備品調達・製作・設置   （増設教室分のみ） 

(1) ホワイトボード 〇   

(2) 教室内、先生/生徒用・机/椅子 〇   

5. その他    

(1)建設許可申請  〇  

(注) ：〇印が施工区分を表す。 

＊１電気工事・給排水工事 

♦ 電力：日本側は、敷地内に電力引き込み用開閉器盤を設置し、この盤より、既存の分電盤への配線も含

め、本計画の電気工事のための配線工事及び機器取り付け工事を行う。電力省への申請を含め、開閉器

までの引き込み工事は「カ」国側工事とする。 

♦ 給排水：本計画における敷地内の配管工事及び機器据え付け工事は日本側とし、水道局・排水局への申

請及び敷地外の配管工事と下水管への連結工事は「カ」国側工事とする。 
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3-2-4-4 施工監理計画/品質監理計画 

我が国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の趣旨を踏まえ、実施設計業務・施

工監理業務について一貫したプロジェクトチームを編成し、円滑な業務実施を図る。コンサルタントは

施工監理段階に於いて、本計画対象地域が｢カ｣国における様々な事情を十分に認識すると同時に、各学

校の工程管理、品質管理、出来形管理及び安全管理の整合性を保たなければならない。 

(1) 施工監理/調達監理の基本方針 

コンサルタントは、工事が所定の工期内に完成するよう工事及び資機材調達の進捗を監理し、契約書

に示された品質、出来形及び資機材の納期を確保すると共に、現場での工事が安全に実施されるように、

請負業者を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理/調達監理上の留意点を示す。 

1) 工程管理 

請負業者が契約書に示された納期を守るために、契約時に計画した実施工程と、その実際の進捗状

況との比較を各月、または各週に行い、工程遅延が予測されるときは、請負業者に対し注意を促すと

共に、その対策案の提出と実施を求め、契約工期内に工事及び資機材の納入が完了する様に指導を行

う。 

計画工程と進捗工程の比較は主として以下の項目による。 

① 工事出来高確認（建設資材調達状況及び工事進捗状況） 

② 資機材搬入実績確認（建設資機材及び備品） 

③ 仮設工事及び建設機械準備状況の確認（必要に応じて） 

④ 技術者、技能工、労務者等の歩掛と実数の確認 

2) 品質、出来形管理 

建設された施設及び製作・納入された建設資材が、契約図書で要求されている施設及び資機材の品

質、出来形を満足しているかどうかを、下記項目に基づき監理を実施する。確認及び照査結果、品質

や出来形の確保が危ぶまれるとき、コンサルタントは直ちに請負業者に訂正、変更、修正を求める。 

① 建設工事施工図及び使用資材仕様書の照査 

② 備品・建具の製作図及び仕様書の照査 

③ 資機材の製造・生産現場への立会いまたは検査結果の照査（必要に応じて） 

④ 出来形・仕上り状況の監理・確認 



3-48 

表3-14 主な品質監理計画 

工事名称 品質監理項目 検査方法 検査頻度 

杭工事 杭耐力 載荷重試験 各サイト 1箇所 

基礎工事 締め固め度 目視検査 基礎底面全箇所 

状況によって平板載荷試験 

搬入土質検査 粒度試験・CBR 試験 土取場１箇所 

散布証明書検査 

埋戻し工事 

防蟻剤散布 

目視検査 

各サイト 1回 

型枠工事 出来形 目視・採寸検査・写真 全部材 

ミルシート検査 ロット毎 材料 

引張強度試験 ミルシートが無い鉄筋 

鉄筋工事 

組立検査 目視検査 全部材 

材料 セメント

骨材 

水 

：強度試験

：粒度試験

：水質試験 

バッチャープラント毎 

 

試験練り 圧縮強度試験 バッチャープラント毎 

温度・スランプ・空気量 

コンクリート工事 

レディミクスト・

コンクリート 
圧縮強度試験 

コンクリート打設前 

150 ㎡毎に 1回供試体採取 

採取後7日・28日強度試験 

現場封かん養生 

本計画で現地調達が可能な建設工事用資材については、「カ」国産または第三国製が大半を占める

ため、現場搬入前の入念な品質検査は不可欠である。これらは、日本国製品に比べ製作・製造段階で

の品質管理が徹底されておらず品質のバラツキがあるためである。 

なお、現場において製造・施工される物（モルタル等）の品質管理においては、施工計画策定段階

での施工管理基準に倣った規定を設け品質管理の指針とする。 

3) 安全管理 

請負業者の安全管理責任者と協議・協力し、建設期間中の現場での労働災害及び、第三者（特に生

徒）に対する傷害及び事故を未然に防止するための監理を行う。現場での安全管理に関する留意点は

以下の通りである。 

① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

③ 工事用車両、運搬機械等の運行ルート策定と安全走行の徹底 

④ 安全施設設置及び定期的な点検 

⑤ 労働者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 
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4) 計画実施に関する全体的な関係 

施工監理時を含め、本計画の実施担当者の相互関係は、次図の通りである。 

 

交換公文（Ｅ/Ｎ） 

 

 

国際協力機構

（JICA） 

 

・実施設計の承認 

・入札図書の承認 

・各契約書の認証      ＊コンサルタント契約   ＊工事請負契約 

・工事進捗等報告 

 

 施工監理 

 

 

 

 

 

 

＊備考：コンサルタント契約及び業者契約は日本国政府の認証が必要である。 

 

図3-8 事業実施関係図 

 

3-2-4-5 資機材調達計画 

本計画で調達・建設される資材の大半は現地で調達可能である。また、本計画地における土木・建築

工事用資機材のうち、骨材、セメント、木材、塗料などは、「カ」国産または第三国産があり、数多く市

場に出回っているため、現地での入手が容易である。また鋼材や鉄筋などは現地市場にも流通している

が、資材保管状況が悪く、またミルシートも入手できないため第三国調達とする。第三国調達先として

「カ」国に近隣する国の中では最も工業化が進んでいるタイ国が有力で、一定の品質を確保することが

出来る。輸送ルートは「カ」国シアヌーク港にて陸揚げ、通関後、国道 4 号線を陸送してプノンペン市

に搬入するが、重量制限に注意を要する。なお、建設機械及び運搬車輌についても、現地でリースまた

は調達が可能であり、本計画の実施上特に支障はない。従って本計画で使用する建設資材の調達先は下

記の通りとする。 

 

日本国政府 カンボジア国政府 

日本の請負業者 

・建設資材の調達 

・備品の調達・設置 

・学校建設工事 

・便所棟の建設工事 

日本のコンサルタント 

・実施設計図の作成 

・入札仕様書の作成 

・入札業務の代行 

・施工監理業務の実施 

・ｿﾌﾄｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄの計画 

プノンペン市教育局 
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表3-15 資機材調達リスト 

調達先 

現地 資機材名 

現地産 輸入品 
第三国

備考 

鉄筋・鉄骨 
  ○ 

現地調達品は在庫管理に問題が有り品質保証が無

い。 

ポルトランドセメント  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

コンクリート用骨材 ○   量・質共に現地調達で問題無し 

型枠材 ○ ○  量・質共に現地調達で問題無し・変形に注意 

空洞れんが ○   

着色セメント瓦 
○   

量・質共に現地調達で問題無いが、森林保護・木

材乱伐防止政策の影響で生産量が減り、値段の上

昇が激しい 

換気・化粧ブロック ○   量・質共に現地調達で問題無し 

コンクリートブロック ○ ○  現地製品が有るが大量生産はしていない 

着色スレート板  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

亜鉛メッキ折板  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

カラー折板  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

保温材  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

タイル類 ○ ○  量・質共に現地調達で問題無し 

塗装材  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

家具 ○   量・質共に現地調達で問題無し 

ホワイトボード  ○ ○ 現地調達品は、変形が大きい等品質に問題が有る

     

電気設備工事資材     

ケーブル類  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

照明器具  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

スイッチ・コンセント  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

配電盤  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

     

給排水衛生設備工事資材     

亜鉛メッキ鋼管  ○  量・質共に現地調達で問題無し 

便器・手洗い器 ○ ○  量・質共に現地調達で問題無し 

PVC パイプ  ○  量・質共に現地調達で問題無し 
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3-2-4-6 ソフトコンポーネント計画 

(1) ソフトコンポーネントを計画する背景 

対象校の補修・清掃等学校施設の維持管理は、学校支援委員会（SSC）およびコミュニティの支援を

得て各学校の責任において行われている。各学校における施設維持管理については、計画、予算、実施

責任者を決めるなど施設維持管理体制は概ね整っていると言えるが、計画と実施には大きな乖離があり、

実施面では次のような課題が見られる。また、各学校は、それぞれ独自で維持管理の悩みを抱えている

が市教育局等の上層機関は殆ど各学校に関知していないのが実状であり、市教育局を中心とした学校維

持管理改善の組織的取り組みが必要である。 

＜定期的な維持管理計画の策定、実施＞ 

各学校における日常的な維持管理については、ほぼ実施されているものの、中・長期的な補修計画

やそのための予算の積み立てが行われていない。また、各学校に対する教育省からの補助予算配布（PAP

予算）も少額ながら実施されているが、効率的な支出や財務状況の把握がなされていないのが現状で

ある。 

＜ 施設補修管理 ＞ 

机、戸、鍵、部分ペイント等の小規模な修理は概ね PAP 予算配布時に行っているものの、施設等は

壊れてから修繕にかかるのが実状なので、定期的な保全管理と補修が必要である。 

＜ トイレ清掃管理 ＞ 

① 校舎および校庭は環境美化教育の浸透で比較的良好に保たれているが、トイレは構造上の問題も

起因し、臭気が立ちこめ充分とは言えない。従って、トイレの維持管理および衛生管理概念の再

啓蒙が必要である。 

② 本計画トイレは、これまでの既存のトイレと異なった方式を採っており、トイレ施設の維持管理

には新たな技術指導の修得が必要である。 

③ 新たに発生するトイレのスラッジを定期的に業者に処分させるための費用等を確保し、確実に処

分・補修業務を発注する必要がある。 

＜市教育局を中心とした学校運営維持管理に関する組織的取り組み＞ 

学校における運営維持管理に関し共通する問題･解決方法などを検討し、市教育局の指導･援助のも

とでの、各学校でのガイドラインをベースとした運営維持管理改善が必要である。 

 

(2) ソフトコンポーネントの目標 

本ソフトコンポーネントの目標は、以下の２つである。 

1. 各学校において適切な維持管理計画(中長期計画、予算計画)が策定され、実施されること 
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2. 各学校における計画策定、実施状況をプノンペン市教育局が定期的にモニタリングし、助言する

こと 

本ソフトコンポーネント実施により、本計画対象施設の維持管理が維持管理の主な担い手である対象

校の管理者および教師により持続的かつ円滑に行われること、また本ソフトコンポーネントの施設維持

管理方法が市教育局を通じて対象校以外の学校にも普及し実施されることを最終目標とする。 

本目標達成のため、本ソフトコンポーネントは以下の目的に沿って行う。 

① 対象校の管理者および教師が施設管理方法を理解する（トイレ構造、窓の修繕方法等）。 

② 対象施設の長期補修計画が策定され保全管理が行われる。 

③ 対象施設の維持管理が、上位機関である市教育局の主体的かつ持続的な関与で行われる。 

(3) ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントの成果は以下に示す通りである。 

＜中長期的な維持管理計画の策定・実施＞ 

① 施設の長期保全計画が策定される。 

② 学校側に維持管理ガイドラインが整備され、市教育局に対しては維持管理指導モニタリング実施

ガイドラインが整備される。 

＜施設の維持管理にかかる理解の浸透＞ 

① 特殊な技術と知識が必要な、便所ピットからの汚泥処理について知識の普及と重要性が認識され、

便所が長期的に維持管理される。 

② 屋根、壁、窓、便所、給水設備等の基礎的な施設の構造、維持管理、衛生管理の必要性が再理解

される。 

＜教育局の各学校への関与、連携体制の強化＞ 

① 市教育局が主体的に関わることにより、市教育局と学校側とのコミュニケーション機会を通じ市

教育局の学校現場理解が増す。 

② 各学校での成果が対象地域、ひいては全国に「学校施設維持管理」のモデルとして普及する。 

(4) 成果達成度の確認方法 

1) トイレからの汚泥処理については、ソフトコンポーネント実施期間中に処理が行われることは無い

ため、管理者・教師にインタビュー調査を行い知識の普及度およびスラッジ除去資金の工面度から

確認する。 

2) 施設の構造、維持管理、衛生管理の基礎的知識の理解については、モニタリング対象項目としモニ
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タリングを通して成果を確認する。 

3) 施設長期保全計画については、実際に策定され 2006 年度計画に反映されているかどうか、補修項

目が適切に網羅されているか、補修資金計画が盛り込まれているか等を直接確認する。 

(5) ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

本計画対象施設の維持管理方法を具体的に理解し実践してもらうために以下の活動をソフトコンポー

ネントとして実施する。 

1) ソフトコンポーネント実施計画の作成 

コンサルタントが以下を中心としたソフトコンポーネント実施計画を作成する。市教育局に対して、

ソフトコンポーネントの狙い、目的、実施内容、活動スケジュールについてについて説明し、理解を

徹底させる。 

① 本計画対象施設の構造、② 本計画施設の維持管理、③ トイレを中心とした衛生管理、 

④ 本計画対象施設の長期保全計画 

2) タスクフォースの設置（プノンペン市教育局の主体的な関与） 

本件ソフトコンポーネントの活動を有効的に、かつ効率的に行うためには、コンサルタントの意向

を十分に汲み取りながら、現地側関係者がスムーズに理解してもらえるよう介在して活動し、また施

設建設後、維持管理活動をモニター・指導するためには、「カ」国側タスクフォースが不可欠である。

このタスクフォースを、市教育局を中心にして設置する。 

3) 対象校の管理者、教師、学校支援委員会に対するオリエンテーション（各学校における活動強化） 

対象校に対して、建設される施設内容、建設スケジュール、モデル校視察、施設維持管理に関する

セミナーの開催等を伝える。併せて、施設維持管理の重要性についての認識を深め、意識啓発を行う

ための先鞭をつける。オリエンテーションは、市教育局が主催し、コンサルタント側が説明する。 

4) モデル校の視察（学校の運営方法の成功例から学ぶ） 

市教育局およびコンサルタントは、施設維持管理のモデルとなる近隣校を選定し、計画対象校の全

校に対し、維持管理活動努力を意識してもらい普及させるべくモデル選定校の視察、同校管理者との

意見交換会を実施する。 

5) 施工中のトイレの視察および構造説明（施設構造の理解） 

本件のトイレ施設は既存と異なる方式を採っている。トイレ施設維持管理には新たな技術が必要で

あるので、学校関係者が実際の構造を目視し理解してもらうため施工中の視察を行う。同視察は市教

育局が主催し、コンサルタント側が構造説明を行う。 

6) セミナーの実施（維持管理手法の習得） 

施設維持管理の具体的方法に関するセミナーを行う。セミナーは市教育局を主催者として実施し、
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コンサルタント側が、施設構造、施設維持管理、衛生管理、長期保全計画策定等の具体的手法の説明

を行う。 

7) 施設維持管理実施ガイドラインの作成（維持管理活動の実践のためのツール作り） 

上記視察およびセミナーを踏まえ、現地タスクフォースおよび対象校の管理者とワークショップを

開催し、彼ら自身の問題意識を啓発しながら、対象校の完成後にどのように学校施設維持管理の改善

を行っていくかについて検討・分析する。 

当事者意識を高めるため、コンサルタントが用意する雛形に基づき、現地側のアイデアを付加した

上で、現地タスクフォースおよび対象校の管理者が自らマニュアルを作成する参加型方式とし、オー

ナーシップ意識の醸成に資するものとする。コンサルタント側は、その過程において、現地側が作成

した案にコメントを加え、指導するものとする。 

8) 施設保全計画策定ガイドラインの作成 

上記 7) 同様に、コンサルタントが用意する雛形に基づき、現地側のアイデアを付加し参加型方式

で作成する。 

9) 施設維持管理モニタリング実施ガイドラインの作成 

計画対象校の維持管理活動のモニタリングを行うためのガイドラインを作成するが、これも市教育

局の自助努力を引き出しながら行う。即ち、原案をコンサルタントが作成し、それに基づき現地タス

クフォースと協議し、現地側のイニシャティブを引き出しながら現地タスクフォースにこれを作成さ

せる。それについてコンサルタント側で評価、コメント、フィードバックしモニタリング・マニュア

ルを完成させる。 

その後、市教育局はこのモニタリング実施ガイドラインに基づいて、施設維持管理の状況を少なく

とも年１回はモニタリングし、その結果を学校へフィードバックすると共に、モニタリング結果を取

りまとめ、プロジェクト完成後 3年間 JICA カンボジア事務所に報告する。 

(6) ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

現在、市教育局は学校の施設維持管理に殆ど関知していない。しかし、本計画終了後も持続的な施設

維持管理が円滑に行われるためには、市教育局が現状の学校施設維持管理体制に対する認識を深め、学

校に対する技術支援等連携の取れた支援体制の構築が必要である。そのため、日本人コンサルタントは、

市教育局と学校間の橋渡しをして両者間のコミュニケーションを深めつつ市教育局の主体的・持続的関

与を導き出し、学校管理者および教師の自発的努力を促す。また、日本人コンサルタントは、本計画終

了後も市教育局と学校とが連携し自助努力的を促しつつ持続的な施設維持管理が行えるようソフトコン

ポーネント全体を通じ指導する。 

ソフトコンポーネントの円滑な実施とソフトコンポーネント終了後の持続的運用を担保するため、市

教育局の全面的な支援によるタスクフォースを設置することとする。 

同タスクフォースは、実質的窓口となり、ソフトコンポーネントの推進を行うと共に、必要に応じ本
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計画終了後も本施設の維持管理が持続的かつ円滑に行われるよう指導監督する。 

以下に、それぞれの役割を示す。 

○コンサルタント 

ソフトコンポーネント活動の開始時に、各学校、教育省を含めたセミナーを実施し、①ソフトコン

ポーネント概要の説明、②維持管理活動の重要性、③各学校の維持管理活動における現状と課題、④

ソフトコンポーネントを通じた成果、を説明し、各学校における「ある一定期間に行われるべき維持

管理活動とそれに必要な活動、予算」の作成を促す。 

また、各学校における維持管理活動のモニタリング（約１年後）を終了時に行い、プノンペン市教

育局が継続して各学校の維持管理活動をモニタリングし、その成果を他地域へ波及していくためのア

ドバイスを行う。 

○プノンペン市教育局 

各学校における実施活動をモニタリングするためのタスクフォースを設置し、ソフトコンポーネン

ト実施の全体責任を持つ。具体的には、①コンサルタントと各学校への連絡調整、②各学校が策定し

た維持管理計画の実施状況のモニタリング（定期会合＋巡回指導）、③コア校視察等のソフトコンポ

ーネントの活動のアレンジ、④ソフトコンポーネントの成果のとりまとめ、を担当する。 

○各計画対象校 

コンサルタントによる助言を受けながら、プノンペン市教育局と連携しつつ、各学校における維持

管理計画を策定し、実施する。 

(7)  ソフトコンポーネントの実施工程  

表3-16 技術指導工程表 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

活動項目  準備・ 

実施  

         ﾓﾆﾀ 

ﾘﾝｸﾞ 

  

コンサルタ

ント期間 

 1.3 ヶ月          0.5

ヶ月 

  

(8) ソフトコンポーネントの成果品 

本計画のソフトコンポーネント実施により得られる成果品は次の通りである。 

1) ソフトコンポーネント実施計画（コンサルタント） 

2) 施設維持管理実施ガイドライン（各学校、市教育局） 

3) 施設保全計画策定ガイドライン（各学校、市教育局） 

4) 施設維持管理モニタリング実施ガイドライン（市教育局） 
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(9) 相手国機関の責務 

1) 市教育局は、このソフトコンポーネント実施に協力する現地タスクフォースを設置する。 

2) ソフトコンポーネント実施対象校への連絡・指導等は市教育局が責任をもって行う。 

3) 現地タスクフォースは、コンサルタントと打ち合わせしつつ、対象校の参画も得て、ソフトコンポ

ーネントを自ら進め、施設の維持管理実施ガイドラインおよび保全計画策定ガイドラインをまとめる。 

4) 現地タスクフォースは、このソフトコンポーネント実施の終盤において、コンサルタントと打ち合

わせしつつ、モニタリング・マニュアルを自助努力的に作成する。 

5) 市教育局はソフトコンポーネント実施後の施設維持管理状況を少なくとも年１回モニターする。な

お、当初３年の間に限り、市教育局はモニタリング結果を学校年度終了までにとりまとめ JICA カ

ンボジア事務所に報告する。 

 

3-2-4-7 実施工程 

我が国の無償資金協力制度に基づき、以下のとおりの事業実施工程とした。 

表3-17 事業実施工程表 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

実
施
設
計 

 

 

 

 

 

            

施
工
・
調
達 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

現地作業      国内作業 

 

（現地調査）

（国内作業[PQ・入札]） 

（現地承認）

（準備工事）

（仮設・地業・基礎工事）

（躯体工事） 

（仕上工事）

（設備工事）

（検査・手直し工事）

（計 3.0 ヶ月） 

（計 13.0 ヶ月）
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3-3 相手国分担事業の概要 

本計画を実施するに当り、3-1-1-3 項「施工区分」に示す「カ」国側施工範囲の他、無償資金協力にお

ける「カ」国側が実施・負担する一般的な事項を次表に示す。 

表3-18 相手国分担事業 

項   目 

1. 計画・実施に必要な情報及びデータの提供 

2. 関係省庁への許認可申請・取得 

3. 日本側工事の開始以前に、既設崩壊校舎の撤去・整地、建設敷地の充分な整地作業 

4. 本計画に係わる調達資材・製品の免税措置 

5. 認証済み契約に基づき提供されるサービスに関連して、日本人が「カ」国に滞在または入国する許可 

6. 認証済み契約に基づき提供される資材・製品やサービスに関連して通常「カ」国で課税される税金、関税等の
日本人への免税措置 

7. 銀行口座開設に係わる日本の銀行への手数料の支払い 

8. 本計画の実施に際し、日本の無償資金協力で負担されない事項の全ての負担 

9. 本計画の運用・維持管理技術移転のため、本計画専門のカウンターパートとしての任命 

10. 日本の無償資金協力で調達される資機材及び施設の正しい効果的な使用と維持 

11. 建設資材輸送路の確保及び維持 

12. 建設工事期間中の現場および関係者の安全確保 

表3-19 「カ」国側施工範囲 

 

 

   1 2 3 4 5 6 

 

     カンボジア側

      施工範囲

学校                  

既存校舎取

壊し･撤去 

既存便所取

壊し･撤去 

その他障害

物･取壊し･

撤去･移動 

水道接続 敷地外下水

管への接続 

配電盤への

電気接続 

1 ポウムルセイ  ■  (北側) ■  *1 ■  ■ 

2 チャクトムク   ■  *2 ■   

3 ソパモンクル ■(2 校舎)  ■  *3  ■ *5 ■ 

4 ポチェントン □(1 校舎)  ■  *4 ■ ■ ■ 

5 チャムレウンロア  ■  ■  ■ 

6 チャムレウンチェァト    ■  ■ 

 
■: 日本側工事前に実施 

 □: 日本側校舎建設工事完成後に実施 

  *1: 道路側フェンス北端部、校内マーケット(柱･屋根) 

  *2: 一部の校内マーケット 

  *3: 南東側フェンス 

  *4: 東ゲート移転 

  *5: 南東側既設埋設下水管の切回し・桝設置 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 運営計画 

学校の運営は、管理者である校長・副校長が、教科委員会、SSC、CSC、地域社会、父兄等の支援・協

力を得て行っている。 

なお、本計画実施に伴う教員増加数は 113 人と算定されるが、現在プノンペン市では、2009 年まで教

員養成を中止するほど教員余剰が生じ、待機中の有資格教員が採用可能となっており、教員の確保は問

題ないと判断される。教員増加に伴う増加給与は年間２億リエル程度であり、これは教育省の教員関係

予算の約 0.1%と少なく、また同予算は年平均 13%（2001～2005 年）で延びており、十分負担可能と判断

される。 

表3-20 対象校の追加必要教員数 

  1 2 3 4 5 6   

  ポウムルセイ校 チャクトムク校
ソパクモンクル

校 
ポチェントン校

チャムレウン 

ロア校 

チャムレウン 

チェァト校 
計 

計画実施後の教室数 28 42 34 28 35 34 201

計画実施後のクラス数 56 84 68 56 70 68 402

管理職を除く現状の教員数 44 69 52 45 36 43 289

追加必要教員数 12 15 16 11 34 25 113

 

3-4-2 維持管理計画 

施設等の維持管理は、小規模な修理は PAP の予算内で、大規模の場合、地域社会からの寄付、若しく

は市教育局に要請し行っている。清掃は、生徒が当番制で毎日・シフト毎に行うシステムが出来ている。 

本計画実施に伴い必要となる維持管理は、建物内外の塗装、便所の清掃と管理、教育家具の修繕だが、

これまで同様、学校、SSC、地域社会による共同実施が可能であり、新たな組織・機能は不要と判断され

る。 

 

3-4-3 運営維持管理費 

「カ」国では、教員の人件費を除き全ての運営維持管理費は学校単位で賄っている。 

本計画実施に伴い、本計画対象校では、維持管理費の内、電力及び給水費の増加が見込まれ、また、

浄化槽から定期的にスラッジ(汚泥)を取り去ることが必要なので、以下に各々の経費を算定した。なお、

本計画内容に含まれる校舎、便所、教育家具等の維持管理に関しては、耐久性の高い仕上げ材を使用す

ることにより費用の低減を図る計画としているので、当初はそれらに関する費用はほとんどかからない。

しかし、10 年以下毎に塗装の塗り替え等が必要であり、建具等の補修費が不定期に発生する。 

電力費 

本計画実施に伴い、本計画対象校では、新設教室及び身体障害者用便所に照明設備が増設されるため、
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支払電力料が増加する。本計画対象校における、年間増分電力費の算定予測を次表に示す。 

表 3-21 計画対象校の年間電力費 

電力費  （千リエル/年） 
学校名 

計画 

教室数 

増加電力量

(kWh/月) 現 状 増 加 分 合 計 

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校  18  45.6  1,200  383  1,583 

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校 
 12  30.4 12,000 

 

 521 

（内、井戸揚水用266） 

12,521 

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校  24  60.8   300  511   811 

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校 
 15  38.0  1,440  585 

（内、井戸揚水用266） 

 2,025 

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校  24  60.8   600  511  1,111 

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校  20  50.7  1,500  426  1,926 

合  計 113 286.3 17,040 2,937 19,997 

（注）増分電力費の算定条件は以下の通りである。 
1) 年間稼動日数：38 週/年×5日/週=190 日/年、2) 照明設備：全教室 40W×2 灯、1日 2時間使用 
3) 給水用井戸ポンプ電力消費量：2kWh/校・日、4) 電気料金：基本料金超過分 700 リエル/kWh 

 

給水費 

本計画実施に伴い、支払給水料が増加するが、チャクトムク校は既存井戸水を利用するため給水料金

は発生しない。ポウムルセイ校については、現状どおり民間水道会社（1,000 リエル／m3）を給水源とし

て、またその他の学校では市水からの給水として算定した（ポチェントン校では、現在井戸を利用して

いるが、2005 年 4 月から市水給水予定）。本計画対象校における、年間増分給水費の算定予測を次表に

示す。 

表3-22 計画対象校の年間給水費 

給水費  （千リエル/年） 
学校名 

計画 

教室数 

増加 

生徒数 現 状 増 加 分 合 計 

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校  18 1,440  840   821 1,661 

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校  12   960    0    0    0 

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校  24 1,920  800 1,127 1,927 

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校  15 1,200    0   705   705 

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校  24 1,920 1,800 1,127 2,927 

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校  20 1,600   500   939 1,439 

合  計 113 9,040 3,940 4,719 8,659 

（注）増額電気料金の算定条件は以下の通りである。 
1) 年間稼動日数：38 週/×5 日/週=190 日/年、2) 使用水量：計画教室の増加生徒数×3リットル/日 
3) 市水料金：基本料金超過分 1.03 リエル/リットル 
 

電力･給水費の負担能力 

電力･給水費は PAP 以外の収入から負担される。本計画対象校の現行の父兄負担金は生徒当たり月額

100～300 リエルである。しかし、未納者もいるため、各校の父兄支払率は 40％～93%と推定される（表

3-23の E）。 
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表3-23 生徒父兄負担金と徴収率 (リエル) 

(B)  

父兄支払合計額 

(C)  

平均支払額 

(D) 

標準負担金 

(E)  

父兄支払率 学校名 
(A) 

生徒数 
(月額) (生徒当たり) (生徒当たり) 推定 

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校 1,838 110,000  60 150 40% 

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校 3,571 1,000,000 280 300 93% 

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校 2,118 192,000  91 200 45% 

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校 1,809 SSC 及び店舗が支払 - - - 

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校 1,733 160,000  92 200 46% 

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校 2,043 180,000  88 100 88% 

 

上記の支払率に加え、生徒当たり標準負担金（表 3-23 D）及び増加生徒数（表 3-24 A）から本計画実

施後の推定父兄支払額（表 3-24 E）を算定した。以上の算定に基づいた各校の負担能力は以下のように

判定される。 

◇ 負担可能校（5校）：ﾁｬｸﾄﾑｸ校、ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校、ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校、ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校 

◇ 負担努力校（1校）：ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校 

ポウムルセイ校は唯一の負担努力を要する学校であるが、同校校長によると、現在 1,060 千リエルに

のぼるその他経費を削減出来るので、電力・給水費増加分は充分補填可能としている。従って、本計画

に伴う電力及び給水費増加額は、本計画対象校全校が負担可能と判断される。 

表3-24 推定増分維持管理費用と負担能力 （千リエル） 

増 加 分（年間） 

(E) 推定 

父兄支払額 

(F) 

 学校の支払

い能力  小学校 

(A) 

増加 

生徒数 

(B) 

電気料金 

(C) 

水道料金 

(D) 

合計= B+C

= Ax (above D 

x above E) 
= E-D 

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校 1,440 383  821 1,204 1,034  -170 

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校  960 521    井戸水   521 3,226 2,705 

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校 1,920 511 1,127 1,638 2,089   451 

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校 1,200 585   705 1,290  SSC 及び店舗が負担 

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校 1,920 511 1,127 1,638 2,127   489 

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校 1,600 426   939 1,365 1,692    327 

 

便所スラッジ収集費 

便所の浄化槽からスラッジの定期的収集が必要である。本計画対象校における、スラッジ収集費年間

予測を表 3-25に示す。スラッジ収集費は PAP から環境費として支出できる。2007 年の PAP は 6 校で 94

百万リエルと予測され、環境費は約 15%で 14 百万リエルとなる。通常の植栽などの環境費は 12 百万リ

エルで十分であり、スラッジ収集費用 1.3 百万リエルの支出は可能である。 
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表3-25 トイレ・スラッジ収集費 

学校名 増加生徒数 スラッジ量 (m3) スラッジ収集費(千リエル) 

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校 1,440 14.4 202 

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校  960 9.6 134 

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校 1,920 19.2 269 

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校 1,200 12.0 168 

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校 1,920 19.2 269 

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校 1,600 16.0 224 

（注）ｽﾗｯｼﾞ収集費の算定条件 

1) ｽﾗｯｼﾞ量：0.01m3/年/生徒、2) 水分係数：0.5、 

3) 収集費用：7米ﾄﾞﾙ/m3（Phnom Penh Waste Management 社） 

 

施設維持管理（建築補修）費 

施設維持管理（建築補修）費は、毎年必要な経費（積立金を含む）として建設費の 0.1％が見込まれ、

次表のようになる。 

表3-26 施設維持管理費概算 

学校名 施設維持管理費（千リエル）

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校  2,609 

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校  1,901 

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校  3,407 

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校  2,187 

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校  3,375 

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校  3,161 

合計 16,640 

施設維持管理費は、PAP から補修費として支出され各校とも概ね PAP の 11～15％（2004 年度で約 10 百万

リエル）を充てている。2007 年では補修費への支出は上記同程度として 6 校で 14 百万リエル以上が見込ま

れる。 

市教育局の補修費予算は別途 500 百万リエル計上されており学校からの要請等により支出される。全市 113

校に対する対象 6校の比率を 5.3％（6/113）とすると、対象 6校への支援想定額は 26 百万リエルとなる。 

以上より施設維持管理費（建築補修)費は PAP 予算および市教育局からの支援を考慮すると負担可能と判断

される。 



3-62 

3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本プロジェクトを日本の無償資金協力で実施する場合に必要となる事業費総額は約5.21 億円となる。

先に述べた日本と「カ」国との負担区分に基づく双方の負担費用の経費内訳を表 3-27「日本国側負担経

費」、表 3-28「「カ」国側負担経費」に示す。なお、この概算工事費は即交換公文（E/N）上の供与限度

額を示すものではない。 

(1) 日本国側負担経費     概算総事業費     約５１９百万円 

表3-27 日本国負担経費

 

(2) 「カ」国側負担経費：17,200 US$（約 1.9 百万円） 

表3-28 「カ」国負担経費 

 項目 US$ 百万円 

① 障害物取壊し・撤去 9,200 US$ 約 1.0 百万円 

② インフラ引き込み工事等 5,500 US$ 約 0.6 百万円 

③ 門扉、塀工事 1,800 US$ 約 0.2 百万円 

④ 銀行取極めに基づく手数料等 700 US$ 約 0.1 百万円 

合計 17,200 US$ 約 1.9 百万円 

(3) 積算条件 

上記の金額は、以下の積算条件に基づいて算定された。 

① 積算時点 平成 17 年 3 月 

② 為替交換レート 1.00 US$＝108.00 円 

③ 施工期間 単年度による工事とし、各記に要する詳細設計、工事期間は、施工工程に示

したとおりとする。 

④ その他 本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力の制度に従って実施されるも

のとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費の集計 

本プロジェクト対象校の 2004 年度の年間収入、本プロジェクト実施に伴い増額となる運営維持管理費

を表 3-29に示す。本プロジェクト実施に伴い増額となる運営維持管理費は、2004 年度の各対象校の年間

収入に対し、4～32％を占め、プノンペン市からの追加補助が必要になると考えられるが、増額費用の合

計は 25,562 千リエルと同年のプノンペン市教育局予算の 0.1％であり、近年のプノンペン市の教育予算

の規模等を勘案すると、充分手当可能な金額であると判断される。 

表3-29 2004 年度年間収入及び本プロジェクト実施に伴う年間支出増額（千リエル） 

2004 年度年間収入 本計画実施に伴う年間支出増額 費目 

 

学校名 PAP その他収入 合計(A) 運営費 維持管理費 合計(B)

支出総額 

支出増額

の割合

(=B/A) 

1.ﾎﾟｳﾑﾙｾｲ校 11,528 3,100 14,628 1,406 2,609 4,015 18,643 27.4%

2.ﾁｬｸﾄﾑｸ校 21,884 41,400 63,284 655 1,901 2,556 65,840 4.0%

3.ｿﾊﾟｸﾓﾝｸﾙ校 13,208 7,520 20,728 1,907 3,407 5,314 26,042 25.6%

4.ﾎﾟﾁｪﾝﾄﾝ校 11,356 1,920 13,276 1,458 2,187 3,645 16,921 27.5%

5.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾛｱ校 10,898 5,400 16,298 1,907 3,375 5,282 21,580 32.4%

6.ﾁｬﾑﾚｳﾝﾁｪｧﾄ校 12,758 2,560 15,318 1,589 3,161 4,750 20,068 31.0%

合計 81,632 61,900 143,532 8,922 16,640 25,562 169,094 17.8%

 

 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が考えられる。 

当該建設工事を円滑に施工するためには、「カ」国側は該当校で既存施設を撤去する必要がある。撤去

すると教室数が減るので市教育局は、撤去の時期を適切にするため、着工の 3 ヶ月前に連絡するよう求め

ている。これは入札期間に当たるので、コンサルタントは責任を持って、適切なタイミングで市教育局に

工事を促す。 

更に、供用開始後、市教育局は当該施設の定期巡回を実施し、モニタリング及び施設の維持管理指導を

適宜実施する必要がある。 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

本計画の実施により期待される効果は以下のとおりである。 

(1) 直接効果 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

1) 生徒数に対し教室数が不足して

おり、過密な教室での授業、３

部制、モバイルクラスでの授業

等を余儀なくされている。 

対象校 6校に対し、113 教室が増設

する。 

本対象校生徒約 1.3 万人に対し、現

状の１教室当たり 126 人が 80 人に

改善される。２部制、１クラス 40

人が達成され、モバイルクラスが解

消される。 

2) 対象校では老朽化し危険な状況

の校舎を使用し続けている学校

がある。 

老朽化し危険な状況の校舎は撤去

され、新設教室に置き換える。 

対象校すべてにおいて、安全で適切

な教室で教育が行われる。 

3) 対象校では便所が不足してい

る。 

対象校に、給排水設備の整った男女

別の便所を整備する。 

対象校生徒約 1.3 万人が衛生的な

便所を利用する。 
 

(2) 間接効果 

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度 

1) 対象校では車椅子の利用できる

教室・便所がない。 

対象校に男女別便所を整備し、うち

１ブースは車椅子も利用できる多目

的大型ブースとする。１階にはスロ

ープを設ける。 

車椅子利用などの身障者も通学が

可能となる。 

女子生徒の通学意欲阻害原因が改

善される。 

2) 対象校では会議室がなく、クラ

スター活動の総会を開くスペー

スがない。 

コア校の２教室の間に稼動間仕切

りを設け、総会を開けるようにする。 

クラスター活動が活発となり、教育

環境が改善される。 

3) 対象校では照明設備のある教室

が限られている。 

全教室に照明設備があり、コア校で

は２教室分の広い部屋が利用でき

る。 

コミュニティの集会、成人教育や職

業訓練等にも利用可能である。 

 

 

4-2 課題・提言 

本計画の効果が発現・持続するために、「カ」国側が取り組むべき課題は以下のとおりである。 

1) 本計画の対象校で、協力対象施設の引き渡し後に適切に授業が行われるためには、総計 113 人の追

加教員の確保及びその適切な配置を遅延なく行う必要がある。 

2) 本計画で整備される施設が適切に維持管理されるためには、SSC 及び各学校で適切な運営・維持管

理体制が強化されなければならない。 



 4-2 

4-3 プロジェクトの妥当性 

以下に示すとおり、本計画は、我が国の無償資金協力による協力対象事業として妥当と判断される。 

(1) 裨益対象・人口 

直接の裨益対象は対象校生徒約 1.3 万人であり、本計画実施により 1教室当たり生徒数が減少し、就

学環境が改善される。 

(2) 緊急性 

プノンペン市では小学校の教室不足が深刻で、対象校平均では 1教室当たり生徒が 126 人の状況であ

り、劣悪な条件下で教育を受けている。 

(3) 維持管理能力 

プノンペン市では、113 校、15.7 万人の生徒を擁する小学校を維持管理しており、本対象校について

も維持管理を行う上で十分な組織・人員能力を有していると判断される。 

(4) 「カ」国上位計画における位置づけ 

本計画は、「カ」国の「万人への教育（EFA: Education for All）」、「教育戦略計画（ESP: Education 

Strategic Plan）」及び実施計画としての「教育セクター支援プログラム（ESSP: Education Sector Support 

Programme 2004-2008）」に整合し、その達成に資する計画である。 

(5) 計画の収益性 

世銀等により教育プロジェクトは大きな経済効果があることが検証されているが、直接の財務的便益

は発生しない。 

(6) 環境への配慮 

本計画で整備される施設は、既存校における増設であり、また、アスベストを含む建材は使用しない

ため、健康への悪影響はなく、基本的に環境への負の影響はない。便所には浄化槽を設けており問題な

い。 

(7) 我が国の無償資金協力制度による実施の可能性 

本計画は、学校施設の整備を対象としており、BHN (Basic Human Needs)、教育、人造りといった我

が国の無償資金協力の目的に合致するものである。 
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4-4 結論 

本計画は、広く住民の BHN（Basic Human Needs）の向上に寄与するものであると同時に、前述のように

多大な効果が期待される本計画がことから、我が国の無償資金協力を実施することの妥当性が確認される。

本計画の運営・維持管理についても、相手国側体制において、要員及び技術水準は十分で実施上の問題と

はならないと考えられる。さらに、前述 4-2 課題・提言 に記した事項が改善、実施されれば、本計画

は円滑かつ効果的に実施されると判断される。 

 



資料-１　　調査団員氏名 



 

１．  調査団員氏名・所属 

（1） 基本設計調査 

氏 名 担当業務 現 職 

多田 知幸 総括  国際協力機構 無償資金協力部 

管理・調整グループ、調整チーム長 

大村 紋子 計画管理 国際協力機構 無償資金協力部 

業務第１グループ 教育チーム 

南 直行 業務主任/建築計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

長下部 昇 教育計画/運営維持管理計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

小川 建 建築設計 八千代エンジニヤリング株式会社 

山本 寿幸 施工・調達計画／積算 八千代エンジニヤリング株式会社. 

小川 忠之 設備計画 八千代エンジニヤリング株式会社  

小宮 雅嗣 モニタリング評価 八千代エンジニヤリング株式会社 

原 尚生 教育計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

 

（2） 概要説明調査 

氏 名 担当業務 現 職 

池田 則宏 総括  国際協力機構 無償資金協力部 
業務第２グループ 
教育職業訓練チーム長 

南 直行 業務主任/建築計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

長下部 昇 教育計画/運営維持管理計画 八千代エンジニヤリング株式会社 

山本 寿幸 施工・調達計画／積算 八千代エンジニヤリング株式会社. 

 



資料-２　　調　査　工　程



２． 調査日程 

(1) 現地調査 

調  査  内  容 

官ベース （JICA） 
コンサルタント 

業務主任グループ 

コンサルタント 

Aグループ 

コンサルタント 

Bグループ 

コンサルタント 

Cグループ No. 月日 
曜

日 

（多田知幸／大村紋子） （南直行） （長下部 昇／原尚生）
（山本 寿幸／小川建

／小川忠之） 
（小宮雅嗣） 

備考 

1 1月10日 月 
移動｛東京発 10:55 JL717 → バンコク着15:55｝ 

移動｛バンコク発 17:30 TG698 → プノンペン着18:45｝ 

－ 

 
 

2 1月11日 火 

在カンボジア日本国大使館及びJICAカンボジア事務所表敬訪問、調査内容の説明・協議 

教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育局表敬、インセプションレポート、質問表の説明・協議

プノンペン市市長・副市長への表敬、 JICA専門家との打合 

－ 

 
 

教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育局、各校関係者との打合、インセプションレポート、質

問表の説明・協議、教育状況・運営管理状況調査 

サイト調査（No.5 チャムレウンロア校、No.6 チャムレウンチェァト校） 

3 1月12日 水 

  

現地業者再委託業務（地

形測量・地質調査）に関

する現地業者との打合

せ・交渉 

－  

教育状況・運営管理状況調査 

サイト調査（No,1 ポウムルセイ校、No.2 チャクトムク校、No.3 ソファクモンクル校、No.4 ポチャエントン校）

4 1月13日 木 

 

No.5 チャムレウンロア校

にて、同校をコアとするク

ラスター小学校とのグルー

プミーティング 

 

－  

5 1月14日 金 

教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育

局とのM/D案の協議 

ADB打合 

No.4 ポチェントン校にて、

クラスター制度のグループ

ミーティング 

建設業者・建材（建設資

材）業者調査 
－  

6 1月15日 土 M/D案の修正 第1回住民集会の実施（No.6 チャムレウンチェァト校） －  

7 1月16日 日 

 

多田団長 

移動 ｛→プノンペン｝ 

午前：第2回住民集会の実施（No.5 チャムレウンロア校） 

 

午後：第3回住民集会の実施（No.4 ポチェントン校） 

－ 

原団員帰国 

プノンペン発 20：25 TG699

バンコク着 21：30  

バンコク発 22：55JL704 

8 1月17日 月 
教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育局とのM/D案の協議 

第1次計画現場調査、  UNICEF打合、 EU打合 

－ 

 
原団員 成田着06：35 

9 1月18日 火 

教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育

局とのM/D案の協議 

在カンボジア日本国大使館協議 

教育状況及び運営維持管

理状況調査 

建設業者・建材（建設資

材）業者調査 

建設関連法規・許認可取

得に係る調査 

サイト調査 

－  

 

10 1月19日 水 
移動｛プノンペン発20：25 

TG699 →バンコク着21：30｝ 

移動｛バンコク発 →｝ 

プノンペン市教育局とM/Dの署名 

在カンボジア日本国大使館及びJICAカンボジア事務所

への報告、協議 

同上 

 
－ 

 

11 1月20日 木 移動 東京着 クラスター内学校調査 同上 －  

12 1月21日 金 － 同上 同上 －  

13 1月22日 土 － データ整理、分析 同上 －  

14 1月23日 日 

－ 団内協議、収集資料整理 － 小川忠之団員帰国 

プノンペン発20：25 TG699 

→バンコク着21：30 

バンコク発22：55 JL704 



調  査  内  容 

官ベース （JICA） 
コンサルタント 

業務主任グループ 

コンサルタント 

Aグループ 

コンサルタント 

Bグループ 

コンサルタント 

Cグループ No. 月日 
曜

日 

（多田知幸／大村紋子） （南直行） （長下部 昇／原尚生）
（山本 寿幸／小川建

／小川忠之） 
（小宮雅嗣） 

備考 

15 1月24日 月 

－ 教育状況及び運営維持管理状況調査 

 

建設業者・建材（建設資

材）業者調査 ・ 建設関

連法規に係る調査 

－ 

小川忠之団員 成田着06：35

16 1月25日 火 － 同上 同上 －  

17 1月26日 水 

－ 先方負担事項の協議 

フィールドレポートの作成 

成田発10：:55 JL717 

バンコク着 15：55  

バンコク発 17：30 TG698 

プノンペン着 18:45 

 

教育状況及び運営維持管理状況調査 

先方負担事項の協議 

フィールドレポートの作成 
18 1月27日 木 

－ 

世銀打合 市場調査 

 

同上 
19 1月28日 金 

－ 

 市場調査 
 

同上 
20 1月29日 土 

－ 

 市場調査 
 

21 1月30日 日 － 団内協議、収集資料整理  

22 1月31日 月 － フィールドレポートの作成  

23 2月1日 火 － 同上  

24 2月2日 水 
－ 教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育局とフィールドレポートの説明協議 

NGOの学校建設調査 
 

25 2月3日 木 － フィールドレポート承認取得、 JICAカンボジア事務所への報告  

26 2月4日 金 

－ 在カンボジア日本国大使館への報告 

移動｛プノンペン発20：25 TG699 →バンコク着21：30｝ 

移動｛バンコク発22：55 JL704｝ 

 

27 2月5日 土 － →成田着06：35  

 

(2) 基本設計概要書説明日程 

調  査  内  容 

官ベース （JICA） コンサルタントグループ No. 月日 
曜

日 
（池田則宏） （南 直行 ・長下部 昇 ・山本 寿幸） 

備考 

1 5月26日 木  
移動｛東京発 → バンコク着｝ 

移動｛バンコク発 → プノンペン着｝ 
カンボジア祝日 

2 5月27日 金  
JICAカンボジア事務所 表敬訪問、基本設計概要説明・協議 

教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市 表敬訪問 
 

3 5月28日 土  サイト調査・プノンペン市教育局及び各校長打合（全６校）  

4 5月29日 日 
 
移動｛東京発 → バンコク着 → プノンペン着｝ チームミーティング  

5 5月30日 月 
教育青年スポーツ省（MOEYS）及びプノンペン市教育局 基本設計概要説明・協議、M/D案協議 

JICAカンボジア事務所との打合せ 
 

6 5月31日 火 ADBとの打合せ （計画概要説明、情報交換）、補足調査  

7 6月1日 水 
補足調査、 

プノンペン市教育局 M/D案協議 
 

8 6月2日 木 
プノンペン市教育局 基本設計概要内容協議 

プノンペン市及び教育青年スポーツ省（MOEYS）とのM/D署名 
 

9 6月3日 金 
在カンボジア日本国大使館及びJICAカンボジア事務所への報告及び帰国挨拶 

移動 ｛プノンペン発 →バンコク着｝   
 

10 6月4日 土 移動 ｛バンコク発 → 成田着｝  

 



資料-3　　相手国関係者リスト



 

  

3  相手国関係者リスト 

 所 属 及 び 氏 名 職 位 

 
教育青年スポーツ省（教育省） Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS) 

H.E Im Sethy Secretary of State 

Mr. Lor Lath Director of Materials and State Property Department 

Mr. Sam Sereirath Director of Planning Department 

Mr. Chorm Chheang Ly. Director of Primary Education Department 

Mr. Soy Yeng Deputy Director of Primary Education Department 

Mr. Oum Hoeung Director, Education, Youth and Sports Service 

 (MEO: Municipal Education Office), PPM  

Mr. Meas Ngoek Deputy Director, MEO, PPM 

Mr. Chea Cheath Deputy Director, MEO, PPM 

Mr. Chea Sreen Director of Department of Land Organization, 

Construction and Cadastre. 

Mr. Hem Hom Khoeur Chief of Planning Office, MEO, PPM 

Mr. Mao Pao Deputy Chief, EMIS, Planning Dept. 

Mr. Suong Yen Chief, Construction 

Mr. Lim Sovanna Engineer 

Mr.Yang Yano Director of Cultural Relation Scholarship Dept. 

    Ms. Kan Neary Deputy Director of Cultural Relation Scholarship Dept. 

Mr. Chap Sophoan Chief of Cultural Relation Scholarship Dept. 

Mr. Ouk Sambath Deputy Chief, Planning Office, MEO, PPM 

 

プノンペン市 Phnom Penh Municipality (PPM) 

Mr. Map Sarin Vice-Governor  

Mr. Sisowath Pheanuroth Vice-Governor 

Mr. Nuon Someth Deputy Chief of Cabinet, Personal Assistant to the Governor 

Mr. Nak Takavuth Director of BRS-MPP 

Ms. Mom Sandap Director of Planning Department 

Mr. Chin Dor Staff 

Mr. Cheam Heng Staff 



 

  

Ministry of Public Works and Transport,  Department of Public Works (DPWT) 

Mr. Peng Sokun Deputy Director 

Mr. Ean Narin Deputy Director of DPWT (Civil Engineer) 

Mr. Dourng Chamsarath Civil Engineer 

Mr. Mich Channy Civil Engineer  

   

Ministry of Environment  

Mr. Heng Nareth  

 

Asian Development Bank 

Mr. Sophea Mar Social Sector Officer, Cambodia Resident Mission 

 

World Bank 

Mr.  Beng Simeth Human Development Operation Officer 

 

European Union 

Elisabeth Pirnay Senior Programme Officer 

 

UNICEF 

Perseveranda So Head of Education Section 

Liesbeth Roolvink Project Coordinator 

Daisuke Arao Assistant Project Officer 

 

日本大使館 Embassy of Japan 

高橋 文明 特命全権大使 

地神 一美 参事官 

作田 吉弘  二等書記官 

 

JICA カンボジア事務所 JICA Cambodia Office 

力石 寿郎 カンボジア事務所 所長 

三次 啓都 カンボジア事務所 次長 

会澤 栄美 カンボジア事務所 所員 

原口 明久 Project Formulation Advisor 

三浦 愛 Education Program Coordinator / JICA Expert, MoEYS 



 

  

    

対象小学校及び地区関係者リスト 

 Mr. Yang Yan Principle, Phoum Russey School 

 Mr. Sim Lundy Principle, Chak Tomuk School 

 Mr. Pa Sovann Principle, Sophak Mongkul School 

 Mr. Seng Bn Sang Deputy Principle, Sophak Mongkul School 

 Mr. San Samneang Principle, Pochen Tong School 

 Mr. Tim Song Principle, Chamreun Rath School 

 Mr. Pan Kum Deputy Principle, Chamreun Rath School 

 Mr. Poch Thavak Principle, Chamureun Cheat School 

 

 Mr. Norng Lim Hean Chief, District Education Office 

 Mr. Nap Tho Deputy Chief, District Education Office 

 

 Mr. Sok Rl Chief of SSC, Pochen Tong School 

 Mr. Sos Math Chief of SSC, Chamreun Cheat School 

 Mr. Hou Samorn Chief of SSC, Chamreun Rath School 

 Mr. Hue Mora Chief Honor of SSC, Chamreun Cheat School 
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資料-６　　事業事前評価表（基本設計時）



1 

 
６．事業事前計画表（基本設計時） 

 

1. 対象事業名 

 カンボジア王国「第 2次プノンペン市小学校建設計画」 

2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け） 

(1) 当該国への協力の必要性・妥当性 

カンボジア国（以下、「カ」国と称す）は、人口約 1,350万人(2002年)、一人当たり GNI 300米ドル

（2003 年：世銀）であり、低所得国の平均 450 米ドル（2003 年：世銀）よりも下回っている。日本は

80年代末より「カ」国の和平、復興及び安定に向け積極的に協力している。 

(2) 当該分野への協力の必要性・妥当性 
「カ」国は、「万人への教育（Education for All）」達成を目的とし、「教育戦略計画（ESP: Education 

Strategic Plan）」及び実施計画として「教育セクター支援プログラム（ESSP: Education Sector Support 

Programme 2004-2008）」を策定し、特に基礎教育におけるアクセスの公平化、教育の質と内部効率の改

善に力を注いでいる。しかし、プノンペン市内の小学校においては、教室数が依然として大きく不足し

ており、こうした不足に対し、多くの学校では複数シフト、過密教室、移動クラス等により対応してい

るが、シフト増に伴う授業時間の短縮や、過密授業による学習環境の低下といった問題を抱えている。

また、施設の老朽化により教育環境の悪化が進んでいる。 

こうした状況に鑑み、学習環境の改善を図るため、対象校において適切な教室を建設し、不足教室数

を低減して三部制及び教室ローテーション制クラス(モバイルクラス)を解消する必要がある。教室及び関

連施設･機材の整備にかかる計画は、教育戦略計画及びその実行計画にも適合しており、必要性･妥当性

は高いと判断される。 

 

3. プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

プロジェクト目標は、プノンペン市の計画対象校 6校において初等教育学習環境が改善されることで

あり、直接裨益対象は対象校の生徒約 13,560人である。 

(2) プロジェクト全体計画の成果 

対象校 6校に学校施設等が整備され、プノンペン市の学習環境改善に資する。 

(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

  1) 対象校において教室等の建設及び家具・備品の調達を行う。 

 2) 対象校において教職員が配置され、学校施設等の効果的な運用を行う。 

(4) 投入（インプット） 

 1) 日本側（＝本案件）： 無償資金協力 5.19億円 

 2) 「カ」国側 

 (ｱ) 必要な人員： 113人の教員増員を含む、教職員の配置。 

 (ｲ) 建設資機材： インフラ接続等 

 (ｳ) 施設・機材の運営・維持管理に係る経費： 約 2556万リエル/年 

(5) 実施体制 

・ 主管官庁： 教育青年スポーツ省及びプノンペン市 
・ 実施機関： プノンペン市教育局 
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4. 計画対象事業の内容 

(1) サイト 

カンボジア国プノンペン市。 

(2)  概要 

対象校 6校における 113教室及び便所の建設、家具・備品の調達。 

(3) 相手国側負担事項 

1) 「カ」国側の負担工事（建替校舎及び敷地内障害物の撤去・移転、インフラ接続等） 

2) 教職員の配置 

3) 学校施設の適切な運営・維持管理に必要な人員及び予算 

(4) 概算事業費 

概算事業費 5.23 億円 (無償資金協力 5.21 億円、「カ」国側負担 0.02 億円) 

(5) 工期 

詳細設計、入札期間を含め 16ヶ月  

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

校舎建設による、環境への重大な負の影響はない。 

便所は男女別とし、車椅子も利用できる大型多目的ブースを設けている。 

 

5. 外部要因リスク 

計画対象校における就学生徒数が急激に増減しない。 

６. 過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし。 

７. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1)  プロジェクト全体計画の目標達成を示す指標 

    2005年（実施前） 2007年（実施後） 

対象校における１教室当り生徒数 126人 80人 

対象校におけるシフト数 3校が三部制、3校二部制 全校二部制 

移動クラス（モバイルクラス） 全 6校に移動クラス 移動クラスなし 

 

(2) その他の成果指標 

・ 就学率の改善 （89％、プノンペン市、2003年） 

(3) 評価のタイミング 

・ 事業終了時（2007年）以降  
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